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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１１月７日 １２時１５分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市銚子港東方沖 

銚子市所在の犬吠埼灯台から真方位０３２°３.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４５.２′ 東経１４０°５４.２′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 盛
せい

輝
き

２１、４９８トン 

   １３４２３７、園田汽船株式会社（船舶所有者）、有限会社南

洲物産（船舶借入人） 

   ７５.２５ｍ×１２.００ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１２月１２日 

Ｂ 漁船 第十一松
まつ

丸、１９トン 

   ＫＯ２－６２０３（漁船登録番号）、有限会社松丸水産 

   １６.３６ｍ（Lr）×４.１４ｍ×２.１０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３５.５０kＷ、平成４年８月１９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（二等航海士） 男性 ６３歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 昭和６０年５月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月９日 

    免状有効期間満了日 平成２７年５月３０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年８月１１日 

    免許証交付日 平成２０年７月９日 

           （平成２５年８月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板擦過傷 

Ｂ 左舷船首部凹損及び割損 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、約１２ノット
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（kn）の速力で自動操舵によって銚子港東方沖を南南東進中、単独で

船橋当直中の航海士Ａが、平成２４年１１月７日１２時０７分ごろ右

舷船首方約１ＭにＢ船を視認した。 

航海士Ａは、Ｂ船がゆっくり航走しているように見え、この状況で

航行しても、Ｂ船の前方を通過することができると思い、その動静を

監視せず、次の変針点が近いこともあり、犬吠埼との離岸距離を保つ

ことに注意を向けてレーダーを操作していた。 

航海士Ａは、右舷船首方約１００ｍの距離から接近して来るＢ船に

気付き、Ｂ船が近くて右転して避航することはできないと思い、急い

で手動操舵に切り替えて左舵を取ったが、１２時１５分ごろ、銚子港

東方沖において、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか８人が乗り組み、まぐろ延縄
はえなわ

漁業の漁場に向け

て約８kn の速力で銚子港東方沖を自動操舵によって東進中、単独で当

直中の船長Ｂが、南進しているＡ船を左舷船首方に視認した。 

船長Ｂは、Ａ船よりも近い船首方に小型船数隻及び大型船１隻を視

認したので、レーダーのレンジを６Ｍから３Ｍに切り替え、前方の他

船に注意を向けた。レーダーのレンジを変更したとき、レーダーの画

面には、Ａ船の映像は映っていなかった。 

船長Ｂは、小型船数隻の横を通過するまで、レーダー監視を続けて

いたが、大型船が右舷船首方から接近しており、また、左舷方のＡ船

がＢ船を避航してくれるだろうと思っていたこともあってＡ船の動静

を監視せず、前方の大型船や小型船に注意を向け、Ａ船の接近に気付

かなかった。 

船長Ｂは、左舷至近にＡ船を視認し、危ないと思って機関を後進と

したものの、両船が衝突した。 

 Ａ船の船長は、衝撃で衝突に気付き、昇橋して海上保安庁に連絡を

取り、指示を受けて銚子港にＡ船を入港させた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷を確認後、Ａ船を追い掛けて船名を読み取

り、代理店に連絡を入れ、代理店が海上保安庁に連絡し、Ｂ船は自力

で銚子港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 Ｂ船は、操業時には甲板上の右舷側寄りで乗組員が作業を行うこと

から、操舵室の操縦席が右舷側に設置され、右舷側に比べて左舷側の

窓が小さいなどにより、操縦席から左舷方が見えにくい構造となって

いた。 

 船長Ｂは、本事故当時、操縦席に腰を掛けて見張りを行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、銚子港東方沖を南南東進中、航海士Ａが、右舷船首方に視

認したＢ船の前方を通過することができると思い、犬吠埼との離岸距

離を保つことに注意を向け、右舷方の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｂ船が右舷船首方約１００ｍの距離に接近して気付き、

右転して避航することが不可能と思って左舵を取ったものの、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、銚子港東方沖を東進中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避航して

くれるものと思い、船首方の他船に注意を向け、左舷方の見張りを適

切に行っていなかったことから、Ａ船が左舷至近に接近して気付き、

機関を後進にしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、銚子港東方沖において、Ａ船が南南東進中、Ｂ船が東進

中、航海士Ａが右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂ

が左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、船舶交通が輻輳する海域においては、一方向のみ

に集中することなく、特に、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船橋当直者は、接近する虞がある他船を認めた場合、継続して他

船の動静を監視すること。 

 


